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防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
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改
正
す
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則
の
一
部
を
改
正
す
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則

山
梨
県
規
則
第
三
号

　

山
梨
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
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郎

　
　
　

山
梨
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公
害
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止
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例
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行
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の
一
部
を
改
正
す
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規
則
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一
部
を
改
正
す
る
規
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山
梨
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
八
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
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附
則
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
中
「
平
成
三
十
一
年
六
月
三
十
日
」
を
「
令
和
四
年
六
月

三
十
日
」
に
改
め
る
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附
則
別
表
一
中
二
の
項
を
削
り
、
三
の
項
を
二
の
項
と
し
、
四
の
項
か
ら
七
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

　
　
　
　
　
　

		

「

ほ
う
ろ
う
鉄
器
製
造
業

四
〇

附
則
別
表
二
中

う
わ
薬
製
造
業
（
ほ
う

ろ
う
う
わ
薬
を
製
造
す

る
も
の
に
限
る
。
）

四
〇

を

ほ
う
ろ
う
鉄
器
製
造
業

四
〇

貴
金
属
製
造
・
再
生
業

四
〇

　
　

「

金
属
鉱
業

一
〇
〇

に
、

う
わ
薬
製
造
業
（
う
わ

薬
瓦
の
製
造
に
使
用
す

る
も
の
を
製
造
す
る
も

の
に
限
る
。
）

一
四
〇

を

金
属
鉱
業

一
〇
〇
　

に
、

「
一
六
〇
」
を
「
一
二
〇
」
に
、
「
六
〇
〇
」
を
「
五
〇
〇
」
に
、
「
七
〇
〇
」
を
「
六
〇
〇
」
に
、

「
一
、
五
〇
〇
」
を
「
一
、
四
〇
〇
」
に
、
「
二
、
九
〇
〇
」
を
「
二
、
八
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
	　

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。
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